
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

京都市歴史的建築物の 

保存及び活用に関する条例 

手続 BOOK 【 手続解説編】 ～設計者の方向け～ 
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  本マニュ アル内の用語 

  ・  「 法」 建築基準法 

  ・  「 条例」 京都市歴史的建築物の保存及び活用に関する条例 

  ・  「 規則」 京都市歴史的建築物の保存及び活用に関する条例施行規則 

  ・  「 補助金要綱」 京都市歴史的建築物保存活用計画作成に係る補助金交付要綱 

  ・  「 アド バイ ザー設置要綱」 京都市歴史的建築物保存活用アド バイ ザー設置要綱 
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 法の適用除外建築物については， 法第 3 条第１ 項に掲げら れています。 そのう ち， 法第 3

条第１ 項第３ 号に基づく 条例を活用するこ と で国宝・ 重要文化財等に指定さ れていない建築

物についても 法の適用除外を行う こ と ができます。  

条 項 号 建築物の種別

国宝

重要文化財

重要有形民俗文化財

特別史跡名勝天然記念物

史跡名勝天然記念物

3 1 2 重要美術品等

京都府文化財保護条例 府指定有形文化財

京都市文化財保護条例 市指定有形文化財

景観重要建造物（ 景観法）

歴史的風致形成建造物
（ 歴史まちづく り 法）

歴史的意匠建造物
（ 京都市市街地景観整備条例）

界わい景観建造物
（ 京都市市街地景観整備条例）

伝統的建造物
（ 京都市伝統的建造物群保存地区条例）

国登録有形文化財
（ 文化財保護法）

府登録有形文化財
（ 京都府文化財保護条例）

府暫定登録有形文化財
（ 京都府文化財保護条例）

市登録有形文化財
（ 京都市文化財保護条例）

京都を彩る建物や庭園（ 認定）
（ 京都市民が残し たいと 思う ” 京都を彩る建物や庭園”

制度）

重要京町家
（ 京都市京町家の保全及び継承に関する 条例）

上記に準ずるも の

3 1 4

　 ：京都市歴史的建築物の保存及び活用に関する条例が規定する部分

文化財保護法

建築審査会
の同意を得て
特定行政庁

が法適用除外
建築物に指定

旧重要美術品等の保存に関する法律

京都市歴史的建築物
の保存及び活用に

関する条例
（ ３ 条その他条例）

所有者・ 景観整備
機構から の

提案後， 市長が
保存建築物に登録

文化財保護法
第1 8 2 条第2 項

の条例

建築基準法　 適用除外（ 法第３ 条第１ 項）

法・ 条例 手続き 等

3 1 1

無手続で法適用除外

1 号の建築物
2 号の建築物
保存建築物

の再現

建築審査会の同意を得て
特定行政庁が認定

3 1 3

左記条例にて現状変
更の規制及び保存の
ための措置が講じ ら

れている。

その他の条例

 

 

       １  建築基準法の適用が除外になる建築物と は？ 
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   改修したい計画内容では，法に適合することが困難な箇所がある。 

   （歴史的な意匠を残せない等） 

   条例で求める安全基準等を満たせるか。 

   スケジュール，費用等，施主の意向を満たせるか。 

条例を活用して改修 

→本マニュアル 

『３ 条例を活用するにはどのような手続が必要？』へ 

法の範囲で改修 

①確認申請の手続 

②増築や大規模修繕等に 

当たらない範囲の改修を検討 

       ２  条例の活用についてどのよう に検討するか？ 

   歴史的な建築物の利活用（増築，用途変更，大規模修繕等）をしたい。 1 

2 

3 

4 

Yes 

No 



建築基準法の施行日（S25.11.23）

以前に建築された建築物で，
以下のいずれかに該当すること。

① 景観重要建造物
② 歴史的風致形成建造物
③ 歴史的意匠建造物
④ 界わい景観建造物
⑤ 伝統的建造物
⑥ 府/市指定有形文化財
⑦ 国/府/市登録有形文化財
⑧ 府暫定登録有形文化財
⑨ 京都を彩る建物や庭園（認定）
⑩ 重要京町家
⑪ その他市長が指定するもの

※⑪に基づく指定手続

備考： ：建築基準法
：京都市歴史的建築物の保存及び活用に関する条例
：京都市歴史的建築物保存活用計画作成に係る補助金交付要綱

(※1) 建築審査会に事前相談を行う場合がある。

その場合，事前相談用資料の作成が必要。

(※2) 適宜，歴史的建築物保存活用アドバイザーへの相談を行う。
その際，相談用資料の作成が必要。

(※3) 登録変更を要しない軽微な変更の場合，着工後随時報告が必要。
軽微な変更の判断については，要相談。

(※4) 建築審査会への説明用資料の作成が必要。
(※5) 保存活用計画書に記載された時期に報告が必要。

A-10

維持管理の
報告

条例第11条

4(10)

A
　
歴
史
的
建
築
物

手続

A-1

事
前
相
談
　
　
　
　
保
存
活
用
計
画
作
成

A-3 A-4

根拠条文
条例

第3条，4条
法第3条

第1項第3号

建築物
所有者

A-5

工
事
着
工

A-6 A-7 A-8 A-9

条例第7条 条例第23条 条例第13条 条例第15条

使
用
開
始

対象建築物への該当
保存建築物

登録
法適用除外

の指定
現状変更

許可
軽微な
変更等

中間検査 仮使用承認 完了検査

条例第2条第2項第1号

マニュアル 4(1) 4(3) － 4(5) 4(6)

なし

条例第14条

4(7) 4(8) 4(9)

A-2-1 A-2-2 A-2-3

補助金の
交付申請

補助事業の
実績報告

補助金の
交付

要綱
第6条

要綱
第9条，10条

要綱
第11条

4(12) 4(12) 4(12)

京都市
（市長）

B-2

使
用
開
始

増改築等の認定
（認定を受けた後の変更

についても同様）

工事完了の届出
（法の規定による完了検査を

受けない場合のみ必要）

マニュアル 4(11)

市長

4(11)

法
条例
要綱

根拠条文 条例第8条 条例第16条
B
　
敷
地
内
建
築
物

手続

B-1

工
事
着
工増築，改築，移

転又は用途の
変更をしようとす

る者

確認申請
計画通知

法の規定に
よる手続

＋

指定提案

認定申請

認定

補助金

交付申請

登録

提案

補助事業

実績報告

補助金

請求

現状変更

許可申請

条例

第23条

報告

(※3)

中間検査

申請

仮使用

承認申請

完了検査

申請

交付決定

通知

保存建築物

登録

交付額

決定通知

法適用

除外指定

許可 受付

補助金

交付
指定

消防局長

消防署長

への

意見聴取

建築審査会

意見聴取

(※2)

(※4)

建築審査会

同意

(※4)

検査 承認 検査

京町家カルテ等による

由緒沿革の調査

(※1)

届出

受付

(※2)

３ 条例を活用するにはどのよう な手続が必要？

維持管理

報告
（※5）

条例

第24条

立入調査

（適宜）

各種
変更届
（適宜）

受付

 3　　　
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 (1) 対象建築物指定提案  A-1  

     

— 条例第 2 条第２項第１号及び平成３０年４月２日付京都市告示第８号 

  

 ア 手続の進め方について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   事前相談書の提出 

   京町家カルテの作成等（由緒沿革の調査） 

   指定提案書の提出 

   ４(１２)「補助金の申請等」又は 

   ４(２)「保存活用計画作成時の事前相談」へ  

京都市長 

   本市による現地調査（適宜） 

受付 

受付 

指定 

対象建築物に該当するか確認 

建築基準法の施行日（昭和２５年１１月２３日）以前に建築され

た建築物で，以下のいずれかに該当するもの 

1 

① 景観重要建造物 

② 歴史的風致形成建造物 

③ 歴史的意匠建造物 

④ 界わい景観建造物 

⑤ 伝統的建造物 

⑥ 府/市指定有形文化財 

⑦ 国/府/市登録有形文化財 

⑧ 府暫定登録有形文化財 

⑨ 京都を彩る建物や庭園（認定） 

⑩ 重要京町家 

 

 

 

 

⑪ その他市長

が指定するもの 

2 

3 

4 

5 

6 

      ４ 各種手続の内容 

担当者からの一言メモ  

１～６の手続には，２～３か月要することもあります。                    

なるべく早く御相談ください。 

４(1) 対象建築物指定提案  A-1  

申請者 
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  イ 必要図書 

    (ｱ) 事前相談書を提出する際の必要図書 （部数 １部） 

 図書名 備考 

□ 事前相談書  

敷地の概要，建築物の概要（構造・規模・由緒沿

革等），計画の概要，現行法を満たさない項目 

（ウ様式(ｱ)参照） 

□ 付近見取図 — 

□ 現況一般図 配置図，平面図，立面図，断面図 

□ 現況面積表 建築面積，各階床面積 

□ 歴史的価値を示す資料 
事前相談の時点で資料があれば，提出してくださ

い。 

□ 現況外観写真 — 

 

    (ｲ) 指定提案書を提出する際の必要図書 （部数 ２部） 

 図書名 備考 

□ 指定提案書（表紙） 様式自由（ウ様式(ｲ)参照） 

□ 委任状 様式自由（ウ様式(ｳ)参照） 

□ 

提案者が指定提案する建築物及

びその建築物の存する敷地の所

有者であることを証する書面 

登記事項証明書（土地・建物） 

公図（敷地の範囲が分かるよう赤で囲む等，図示

すること） 

いずれも概ね３か月以内に取得したものとするこ

と。 

□ 付近見取図 — 

□ 現況一般図 配置図，平面図，立面図，断面図 

□ 現況面積表 建築面積，各階床面積 

□ 改修計画一般図 

平面図，立面図 

（改修等の概要が分かる程度の図面で可。図面の

準備が困難な場合は，文章での説明でも可。） 

□ 歴史的価値を示す資料 

京町家カルテ，文献の写し，棟札の写真等 

建築年代や由緒沿革が分かる資料を提出してくだ

さい。 

□ 
確認済証の写し又は 

建築計画概要書の写し 

敷地内の指定提案に係る建築物以外の建築物につ

いて，左記の図書があれば提出してください。 

□ 現況写真（外観及び内部） 建物の外観全体，内部及び撮影位置が分かるもの 
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  ウ 様式（記載例） 

    (ｱ) 事前相談書（窓口にて配布） 
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    (ｲ) 指定提案書 （様式自由） 
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    (ｳ) 委任状 （様式自由）

委任状 

 

私は，次の者を代理人と定め，下記のとおり委任します。 

 

  （代理人氏名） 

  （代理人住所） 

  （代理人電話番号） 

  （建築士登録番号）  級建築士   登録第      号 

  （建築士事務所名） 

  （建築士事務所登録番号）  級建築士事務所   知事登録第      号 

  （建築士事務所電話番号） 

 

記 

 

１ 建築物の表示 

 (1) 建築物の名称   ○○邸 

 (2) 建築物の所在地  京都市＿＿＿区＿＿＿＿ 

 

２ １についての委任事項 

 (1) 京都市歴史的建築物の保存及び活用に関する条例に係る申請等の手続き 

 (2) 京都市歴史的建築物の保存及び活用に関する条例に係る申請等の変更等手続き 

 (3) 申請等関係図書の訂正及び京都市から交付される文書の受理 

以上 

 

 

                     ＿＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日 

                         （委任者住所） 

                         （委任者氏名）       ○印  
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    — 条例第３条第３項，アドバイザー設置要綱第２条第３項 

 

  ア 手続の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  イ 必要図書（部数 １部） 

    ４(1) イ必要図書(ｱ)と同様。 

 

申請者 

以下の手続きが終わっていることの確認 

  ・４(１)「対象建築物指定提案」 

  ・４(１２)のうち，A-2-1「補助金の交付申請」 

   （補助金を申請する場合） 

保存活用計画の作成 

京都市長 

事前相談書の提出 

 （４(１)で提出している場合は不要） 
受付 

建築審査会への事前相談 

  （適宜，歴史的建築物保存活用アドバイザーへ相談） 

協議及び現地調査（建物価値の保存，安全性の確保等について） 

４(３)「保存建築物登録提案」の手続へ 

４(2) 保存活用計画作成時の事前相談 

担当者からの一言メモ  

保存活用計画作成に当たっての事前相談では， 

① どのような利活用を行うのか（増築，用途変更，大規模修繕等）。 

② その際，建築基準法の適用により，どのような条項に適合困難であるのか。 

③ 適合困難な条項に関してどのような措置（消防設備やソフト面等）が可能か。 

  といった視点で，検討をしていただきます。 

   詳しくは担当者まで御相談ください。 

  また，本条例により建築基準法が適用除外になっても，消防法については適用されます。 

本条例の手続と並行して，消防との協議をしていただきます。 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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    — 条例第３条，第４条，第２０条，規則第２条，第３条，第４条 

 

  ア 手続の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

申請者 

保存建築物への登録提案及び保存活用計画の提出 

京都市長 

受付 

４(１２)のうち，A-2-2「補助事業の実績報告」 

（補助金の交付申請をした場合） 

  又は 「法適用除外の指定」の手続へ 

消防局長，消防署長への意見聴取 

建築審査会への意見聴取 

 （適宜，歴史的建築物保存活用アドバイザーへ相談） 

登録 

※保存建築物の登録変更については 

  ４(４)保存建築物登録の変更へ 

４(３) 保存建築物登録提案  A-3 

担当者からの一言メモ  

保存活用計画の作成に当たっては「保存建築物の安全性の確保等に関する指針＜木造建

築物版＞又は＜非木造建築物版＞」を御参照ください。 

保存建築物の登録に当たっては建築審査会への意見聴取，法適用除外の指定に当たって

は建築審査会の同意が必要です。 

建築審査会は月１回開催（８月は休会）ですので登録提案から法適用除外の指定までの手

続には，通常，２～３か月を要します。 

1 

2 

3 

4 
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 イ 必要図書 

    (ｱ) 保存建築物への登録提案 （部数 ３部（正本＋副本＋消防用）） 

 図書名 備考 

□ 登録提案書 規則第１号様式（ウ様式(ｱ)参照） 

□ 委任状 

様式自由（４(１)ウ様式(ｳ)参照） 

※既に委任状を提出しており，当該提案についても委

任事項に含まれている場合は写しを添付すること。 

□ 
対象建築物であることを証する

書面 

文化財登録証，指定通知書の写し等 

複数の指定等を受けている場合は全て提出すること。 

□ 

提案者が登録提案する建築物及

びその建築物の存する敷地の所

有者であることを証する書面 

・登記事項証明書（土地・建物） 

・公図（敷地の範囲が分かるよう示すこと。） 

いずれも概ね３か月以内に取得したものとすること。 

□ 

提案者以外に対象建築物が存す

る敷地について所有権又は借地

権を有する者がある場合は，あら

かじめ当該提案の内容について

同意を得たことを証する書面 

様式自由（ウ様式(ｲ)参照） 

実印による押印及び印鑑証明書の添付が必要。 

    ※対象建築物が既に解体されている場合：当該提案の日現在の対象建築物を再現する敷地の 

     状況及び解体される前の対象建築物の状況を示した上記表の図書を提出してください。 

    ※保存活用計画において対象建築物を他の敷地に新築することとする場合：当該提案の日現 

     在の当該敷地及び対象建築物の状況を示した上記表の図書を提出してください。 

    ※都市計画法第２９条第１項に適合することの確認のために開発指導課へ照会を行う場合が 

     あります。 
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   (ｲ) 保存活用計画の提出 （部数 ３部（正本＋副本＋消防用）） 

 図書名 備考 

□ 目次 任意 

概要等 

□ 保存活用計画書 規則第２号様式（ウ様式(ｳ)参照） 

□ 
保存活用計画概要書 

（正本にのみ添付） 

規則第３号様式（ウ様式(ｴ)参照） 

付近見取図及び配置図を添付すること。 

□ 付近見取図 

敷地の位置，縮尺，方位，道路，目標となる地物及び

都市計画法第４条第３項に規定する地域地区の境界

線 を明示すること。 

□ 事前調査報告書 
確認申請事前調査報告書 

様式は京都市 HP からダウンロード可能です。 

□ 計画概要（＊） — 

□ 
現況調査結果（構造部材，下地材，

仕上材）（＊） 

・構造耐力上主要な部分（接合部を含む。）に使用さ

れる部材の劣化及び損傷の状況 

・屋根，軒裏，外壁，開口部並びに室内の仕上げの材

料の種別及び厚さ を明示すること。 

□ 
地震に対する安全性の確保につ

いて（＊） 

・地震に対する安全性の評価方法，評価結果及び評価

結果の適切性に関する検討結果 

・地震に対する安全性の向上を目的とした建築物の改

修工事の内容 を明示すること。 

□ 
火災に対する安全性の確保につ

いて（＊） 

・火災に対する安全性の評価結果及び評価結果の適切

性に関する検討結果 

・火災フェーズに応じた具体的な措置のほか，安全性

確保の考え方，防火管理・避難誘導体制 を明示する

こと。 

□ 維持管理計画書（＊） 

・建築物の敷地，構造及び建築設備の状況について安

全上支障がないことを確認するために行う調査の項

目及び概要 

・条例第１１条の規定に基づく維持管理の報告の時期

及び方法 

・建築物の敷地，構造及び建築設備を適切な状態に維

持するために必要な措置 を明示すること。 

□ 
維持管理マニュアル，チェックリ

スト（＊） 

・維持管理計画書に基づく定期的，日常的なチェック

ポイント等 を明示すること 

□ 建築基準法令適否一覧表（＊） 
不適合項目について，不適合となる理由，内容につい

て具体的かつ詳細に記載すること。 

□ 消防法令適否一覧表（＊） 義務設置，任意設置の別を記載すること。 

□ 普通階・無窓階算定書 — 
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□ バリアフリーチェックリスト 

バリアフリー条例の対象建築物となる場合に，参考資

料として添付すること。 

様式は京都市 HP からダウンロード可能です。 

保存方針等 

□ 歴史的価値を示す資料 京町家カルテ，文献等があれば写しを添付すること。 

□ 建築物の特徴（現況写真） 

・従前の使われ方，構造形式，特徴的な内外装，建具，

空間構成など，特に価値のある部分の写真 

・建築時以降に改変等がある場合は，その履歴 を明

示すること。 

□ 保存及び活用に関する方針 

・建築物の特徴を踏まえた全体的な保存及び活用に関

する基本方針 

・保存（保全）部分と活用（改変を可能とする）部分

の分類，改変する場合の考え方等 を明示すること。 

□ 外部及び内部の保存について 
写真等を交えて，部分・部材ごとの保存活用方針 を

明示すること。 

一般図（現況図と計画図それぞれでまとめること） 

□ 配置図（1/100 程度） 

縮尺，方位，敷地境界線，敷地内における建築物の位

置及び用途，提案，申出又は申請（以下「提案等」と

いう。）に係る建築物と他の建築物との別，土地の高

低，敷地が接する道路の位置及び幅員並びに隣接する

建築物の用途及び概要 を明示すること。 

□ 敷地面積求積図 

敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算

式 を明示すること。（敷地形状に変更がなければ計

画のみ） 

□ 平均地盤面算定表 
平均地盤面の算定に必要な建築物の各部分の地盤面

及び算式 を明示すること。（計画のみ） 

□ 各階平面図（1/100 程度） 

縮尺，方位，間取り，各室の用途，床面積並びに壁，

通し柱，開口部，防火戸，かまど・こんろその他火を

使用する設備又は器具の位置 を明示すること。 

□ 建築面積求積図 
建築面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び

算式 を明示すること。 

□ 床面積求積図 
建築物の床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸

法及び算式 を明示すること。 

□ ２面以上の立面図（1/100 程度） 
縮尺，開口部及び防火戸の位置並びに外壁及び軒裏の

構造及び仕上材料 を明示すること。 

□ ２面以上の断面図（1/100 程度） 

縮尺，各階の床及び天井（天井がない場合にあっては，

屋根）の高さ，軒，ひさし及びけらばの出並びに建築

物の各部分の高さ を明示すること。 

□ 内部・外部仕上表 下地材，仕上材の種別及び厚さ を明示すること。 
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現況，計画で比較できると良い。 

地震に対する安全性の評価説明書（別冊とすること） 

□ 特記仕様書 — 

□ 

基礎伏図 

各階床伏図 

小屋伏図 

２面以上の軸組図 

縮尺，構造耐力上主要な部分に使用される部材の位

置，寸法，構造方法及び材料の種別並びに開口部の位

置，形状及び寸法 を明示すること。 

軸組図は２面に加えて，耐力要素のある構面が必要と

なる場合があります。 

□ 構造詳細図 

縮尺並びに構造耐力上主要な部分（接合部を含む。），

屋根ふき材，内装材，外装材，帳壁その他これらに類

する建築物の部分及び広告塔，装飾塔その他建築物の

屋外に取り付けるものの取付部分の構造方法 を明

示すること。 

□ 使用構造材料一覧表 

構造耐力上主要な部分である部材に使用される全て

の材料の種別及び使用部位 を明示すること。 

金物等を使用する場合，認定等がある製品であること

を示すこと。 

□ 構造計算書 

構造の特徴，設計・計算方針，準拠規準等 を明示す

ること。 

金物等を使用する場合，製品カタログを添付するこ

と。 

増築がある場合，地盤調査報告書又は既存ボーリング

データを添付すること。 

火災に対する安全性の評価説明書 

□ 区画図 
火気使用箇所及びその周辺の防火措置，防火区画，防

煙区画，排煙方向等 を明示すること。 

□ 延焼防止平面図 
延焼のおそれのある部分，外壁・軒裏・開口部等の防

火措置等 を明示すること。 

□ 防火，耐火部材リスト 各部分の仕様，告示又は認定番号 を明示すること。 

□ 非常用照明設備図 仕様及び照明範囲等 を明示すること。 

□ 避難経路図 主要避難経路及び補助避難経路 を明示すること。 

□ 消防設備図 
消火設備，自動火災報知設備，誘導灯等 各種消防設

備 を明示すること。 

□ 設備機器の説明書 参考カタログ等 

その他市長が必要と認める図書 

□ ALVS 算定書 — 

□ 建具配置図，建具表 — 

□ 衛生設備図（給排水，ガス等） — 

□ 換気設備図 — 
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□ シックハウス検討書 — 

□ 空調設備図 — 

□ 各種詳細図 — 

    （＊）参考様式あり。保存活用計画作成着手時に担当者よりデータを送付します。 

※複数の記載事項を，同一の図面にまとめても構いません。 

※上記表は，条例施行規則第３条の規定に基づく必要書類を記載したものです。必要書類の内容

をわかりやすくするため，条例施行規則別表第１の記載と一部異なる表現をしています。 

※その他必要図書については，案件により異なりますので，詳しくは担当者まで御相談ください。 
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  ウ 様式 

    (ｱ) 登録提案書（規則第１号様式） 

 



17 

    (ｲ) 同意書（様式自由） 

 

実印を押印 



18 

    (ｳ) 保存活用計画書（規則第２号様式） 

 



19 

 



20 

    (ｴ) 保存活用計画概要書（規則第３号様式） 

 

 



21 

 



22 
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— 条例第５条，規則第５条，アドバイザー設置要綱第２条第３項 

 

  ア 手続の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請者 

保存建築物の登録変更の申出 

   ※登録の変更を要しない軽微な変更については 

     ４(６)「条例第 23 条報告」の手続へ 

京都市長 

受付 

４(１２)のうち，A-2-2「補助事業の実績報告」 

  （補助金の交付申請をした場合） 

消防局長，消防署長への意見聴取 

建築審査会への意見聴取 

変更登録 

４(４) 保存建築物登録の変更 

担当者からの一言メモ  

保存建築物の使い方や安全性確保の考え方が大きく変わる際には，保存建築物の登録の

変更手続が必要となります。建築審査会への意見聴取等，２か月程度の手続期間を要します

ので，お早めに御相談ください。 

1 

2 

3 

4 
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  イ 必要図書（部数 ３部（正本＋副本＋消防用）） 

 図書名 備考 

□ 登録変更申出書 規則第４号様式（ウ様式(ｱ)参照） 

□ 委任状 

様式自由（４(１)ウ様式(ｳ)参照） 

※既に委任状を提出しており，当該申出について

も委任事項に含まれている場合は写しを添付する

こと。 

□ 変更箇所一覧 
変更内容を箇条書で記載し，必要に応じて番号を

記載し，図面に反映させること。 

□ 変更後の保存活用計画書 規則第２号様式（４(３)ウ様式(ｳ)参照） 

□ 変更の前後が分かる図書 

４(３)イ必要図書を参照。 

変更前の図面は，変更箇所が分かるように囲う等，

図示すること。 

□ 

申出をしようとする者以外に保

存対象敷地について所有権又は

借地権を有する者がある場合は，

あらかじめ当該申出に係る保存

活用計画の変更の内容について

同意を得たことを証する書面 

様式自由（ウ様式(ｲ)参照） 

実印による押印及び印鑑証明書の添付が必要。 

□ 変更後の保存活用計画概要書 規則第３号様式（４(３)ウ様式(ｴ)参照） 

□ その他市長が必要と認める図書 — 
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  ウ 様式 

    (ｱ)登録変更申出書（規則第４号様式） 

 



26 

    (ｲ)同意書（様式自由） 

実印を押印 
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— 条例第７条，規則第８条 

 

  ア 手続の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請者 

保存建築物の現状変更についての許可申請 

京都市長 

受付 

許可 

４(６)「条例第 23 条報告」又は， 

  ４(７)「中間検査申請」の手続へ 

現状変更許可を受けた内容に係る工事の施工 

４(５) 現状変更許可申請  A-5  

担当者からの一言メモ  

現状変更許可は，建築基準法における「確認申請」に相当する手続で，現状変更（保存建

築物の増築等や保存に影響を及ぼす行為）を行うことについて，事前に許可を受けることにより

工事が可能となります。なお，増築等とは，建築物の増築，改築，移転（他の敷地に新築する

場合を含みます。）若しくは用途の変更又は修繕若しくは模様替えをいいます。（条例第２条第

２項第４号） 

工事内容に変更が生じる場合は，４（６）条例第２３条報告等の手続が必要ですので，変更

箇所の工事を進める前に担当者まで御相談ください。 

1 

2 

3 
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  イ 必要図書（部数 ２部） 

 図書名 備考 

□ 現状変更許可申請書 規則第５号様式（ウ様式参照） 

□ 委任状 

様式自由（４(１)ウ様式(ｳ)参照） 

※既に委任状を提出しており，当該申請について

も委任事項に含まれている場合は写しを添付する

こと。 

□ 付近見取図 

敷地の位置，縮尺，方位，道路，目標となる地物

及び都市計画法第４条第３項に規定する地域地区

の境界線 を明示すること。 

一般図及び構造図（計画図のみ） 

□ 配置図（1/100 程度） 

縮尺，方位，敷地境界線，敷地内における建築物

の位置及び用途，提案，申出又は申請（以下「提

案等」という。）に係る建築物と他の建築物との別，

土地の高低，敷地が接する道路の位置及び幅員並

びに隣接する建築物の用途及び概要 を明示する

こと。 

□ 各階平面図（1/100 程度） 

縮尺，方位，間取り，各室の用途，床面積並びに

壁，通し柱，開口部及び防火戸，かまど・こんろ

その他火を使用する設備又は器具の位置 を明示

すること。 

□ 建築面積求積図 
建築面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及

び算式 を明示すること。 

□ 床面積求積図 
建築物の床面積の求積に必要な建築物の各部分の

寸法及び算式 を明示すること。 

□ ２面以上の立面図（1/100 程度） 
縮尺，開口部及び防火戸の位置並びに外壁及び軒

裏の構造及び仕上材料 を明示すること。 

□ ２面以上の断面図（1/100 程度） 

縮尺，各階の床及び天井（天井がない場合にあっ

ては，屋根）の高さ，軒，ひさし及びけらばの出

並びに建築物の各部分の高さ を明示すること。 

□ 内部・外部仕上表 
下地材，仕上材の種別及び厚さ を明示すること。 

現況，計画で比較できると良い。 

□ 

基礎伏図 

各階床伏図・小屋伏図 

２面以上の軸組図 

縮尺，構造耐力上主要な部分に使用される部材の

位置，寸法，構造方法及び材料の種別並びに開口

部の位置，形状及び寸法 を明示すること。 

軸組図は２面に加えて，耐力要素のある構面が必

要となる場合があります。 
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□ 構造詳細図 

縮尺並びに構造耐力上主要な部分（接合部を含

む。），屋根ふき材，内装材，外装材，帳壁その他

これらに類する建築物の部分及び広告塔，装飾塔

その他建築物の屋外に取り付けるものの取付部分

の構造方法 を明示すること。 

□ 使用構造材料一覧表 
構造耐力上主要な部分である部材に使用される全

ての材料の種別及び使用部位 を明示すること。 

安全性の評価説明書その他市長が必要と認める図書 

□ 区画図 
火気使用箇所及びその周辺の防火措置，防火区画，

防煙区画，排煙方向等 を明示すること。 

□ 延焼防止平面図 
延焼のおそれのある部分，外壁・軒裏・開口部等

の防火措置等 を明示すること。 

□ 防火，耐火部材リスト 
各部分の仕様，告示又は認定番号 を明示するこ

と。 

□ 非常用照明設備図 仕様及び照明範囲等 を明示すること。 

□ 避難経路図 
主要避難経路及び補助避難経路 を明示するこ

と。 

□ 消防設備図 
消火設備，自動火災報知設備，誘導灯等 各種消

防設備 を明示すること。 

□ 設備機器の説明書 参考カタログ等 

□ 建具配置図，建具表 — 

□ 衛生設備図（給排水，ガス等） — 

□ 換気設備図 — 

□ 空調設備図 — 

□ 各種詳細図 — 

□ 保存活用計画概要書 記載内容に変更が生じる場合 

    ※上記表は，条例施行規則第８条の規定に基づく必要書類を記載したものです。必要書類の内

容をわかりやすくするため，条例施行規則別表第１の記載と一部異なる表現をしています。 

※現状変更許可申請の必要図書は，保存活用計画書と重複する部分も多いため，案件により

一部省略することがあります。詳しくは担当者まで御相談ください。 
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  ウ 様式 

    現状変更許可申請書（規則第５号様式） 
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    ※A-3「保存建築物登録提案」，A-5「現状変更許可申請」及び B-1「増改築等の認定」の  

     手続後，完了検査の検査済証の交付までに，軽微な変更がある場合等。 

    — 条例第２３条，規則第６条，第９条，第１１条 

 

  ア 手続の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請者 京都市長 

受付 

副本返却 

４(７)「中間検査申請」又は 

  ４(８)「仮使用承認申請」の手続へ 

条例第 23 条報告 

登録，許可及び認定の変更を要しない軽微な変更か協議 

報告の内容に係る工事の施工等 

４(６) 条例第２３条報告  A-6   

担当者からの一言メモ  

条例第２３条報告は，建築基準法の「第１２条第５項報告」に相当する手続で，建築主や設

計者から軽微な変更をする際に提出していただくほか，京都市長から敷地や建築物の状況に

ついて報告を求めることもあります。 

1 

2 

3 

4 



33 

  イ 必要図書（部数 ３部（正本＋副本＋消防用）） 

 図書名 備考 

□ 
条例第２３条の規定に基づく報

告書 
様式自由（ウ様式参照） 

□ 委任状 

様式自由（４(１)ウ様式(ｳ)参照） 

※既に委任状を提出しており，当該報告について

も委任事項に含まれている場合は写しを添付する

こと。 

□ 変更箇所一覧 
変更内容，変更理由を箇条書で記載し，必要に応

じて番号を記載し，図面に反映させること。 

□ 変更箇所に対する所見 

変更内容が軽微なものであり，計画に支障がない

ことを示す所見。代替措置等がある場合は，その

内容を示すこと。 

□ 変更の前後が分かる図書 
変更前の図面は，変更箇所が分かるように囲う等，

図示すること。 

□ 保存活用計画概要書 記載内容に変更が生じる場合 

□ その他市長が必要と認める図書 — 
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  ウ 様式 

    条例第２３条第１項の規定に基づく報告書（様式自由） 

 

報告（変更）の内容を記載

してください。 

右上に記載の報告（変更）の内容に

あわせて，記載してください。 
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※現状変更許可の際に指定された工程に係る工事がある場合。 

    — 条例第１３条，規則第１６条，第１７条，第１８条 

 

  ア 手続の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請者 京都市長 

受付 

 

 

 

 

中間検査

合格証の

交付 

４(６)「条例第 23 条報告」， 

  ４(８)「仮使用承認申請」， 

  又は４(９)「完了検査申請」の手続へ 

中間検査の実施 

  （中間検査申請の受付日から４日以内） 

中間検査の申請 

 （指定された工程に係る工事を終えた日から４日以内） 

指定された工程後の工程に係る工事の施工 

４(７) 中間検査申請  A-7     

担当者からの一言メモ  

中間検査の指定工程は，保存建築物の規模・構造，工事内容を踏まえて指定します。 

指定工程の内容は，主に，構造上重要な壁の下地や基礎の配筋など，後の工事により隠ぺ

いされる部分を指定工程として指定します。 

指定工程に係る工事を２以上の工区に分けて施工する場合は，一番最初の工区が終了した

時点で中間検査の申請及び受検をしてください。一番最初の工区とする理由は，最初に検査を

行うことで後の工区も適切に施工できるようにするためです。（検査の結果，現場の不整合があ

った場合に，是正等の手間を最小限にするためでもあります。） 

中間検査の対象は，指定工程の内容のほか，指定工程までの工事内容の検査を含みま

す。受検時には，次頁ウの必要図書を整理のうえ，現地で提示できるよう御準備ください。 

中間検査の合格証の交付を受けた後でなければ，指定工程後の工程の工事を施工すること

はできません。 

中間検査の申請及び検査は条例で定められた期限内に実施する必要がありますので，お早

めに担当者まで御相談ください。 

1 

2 

3 

4 
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  イ 申請時必要図書（部数 １部） 

 図書名 備考 

□ 中間検査申請書 規則第１１号様式（ウ様式参照） 

□ 委任状 

様式自由（４(１)ウ様式(ｳ)参照） 

※既に委任状を提出しており，当該申請について

も委任事項に含まれている場合は写しを添付する

こと。 

□ 位置図 検査対象範囲（工区）がわかるもの 

□ その他市長が必要と認める図書 — 

 

 ウ 検査時の主な必要図書（現地で準備するもの） 

 図書名 備考 

□ 工事施工写真 

着工又は直近の中間検査以降から，当該中間検査

までの工事工程分のもの 

隠ぺい部の写真（位置と寸法が確認できるもの） 

□ 各種材料規格証明書 各種ミルシート，出荷証明書，納品書等 

□ 各種試験報告書 

各種材料試験，超音波探傷試験（引張試験），コン

クリート圧縮試験，コンクリート塩化物量試験，

鉄筋ガス圧接試験，鉄骨精度測定等 

□ 各種試験実施状況写真 現地で実施する試験に限る 

□ その他市長が必要と認める図書 
地盤調査報告書，杭施工報告書，鉄骨製作要領書，

コンクリート配合計画書，施工図等 

※ 構造や規模により，必要図書は異なります。 
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  エ 様式 

    中間検査申請書（規則第１１号様式） 

 

完了年月日の上に，検査の対象とな

る指定を受けた工程の内容を記載

してください。 
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   ※現状変更許可の手続後，検査済証の交付までに保存建築物を使用しようとする場合。  

— 条例第１５条第１項ただし書，規則第２０条 

 

  ア 手続の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請者 京都市長 

受付 

仮使用承

認通知書

の交付 

４(６)「条例第２３条報告」又は 

  ４(９)「完了検査申請」の手続へ 

仮使用の承認申請 

当該保存建築物の仮使用開始 

４(８) 仮使用承認申請  A-8      

担当者からの一言メモ  

完了検査実施前に，安全性等を確保のうえ，保存建築物を使用する場合の手続です。 

手続が必要な場合は，お早めに担当者まで御相談ください。 

1 

2 

3 
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  イ 必要図書（部数 ２部） 

 図書名 備考 

□ 仮使用承認申請書 規則第１５号様式（ウ様式参照） 

□ 委任状 

様式自由（４(１)ウ様式(ｳ)参照） 

※既に委任状を提出しており，当該申請について

も委任事項に含まれている場合は写しを添付する

こと。 

□ 配置図（1/100 程度） 
縮尺，方位，工作物の位置及び仮使用をしようと

する建築物の部分 を明示すること。 

□ 各階平面図（1/100 程度） 

縮尺，方位，各室の用途，増築等に関する工事に

係る建築物又は建築物の部分及び仮使用をしよう

とする建築物の部分 を明示すること。 

□ 安全計画書 
工事中に講じる安全上，防火上又は避難上必要な

措置の概要 を明示すること。 

□ その他市長が必要と認める図書 — 
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  ウ 様式 

    仮使用承認申請書（規則第１５号様式） 
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    — 条例第１４条，規則第１９条 

 

  ア 手続の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請者 京都市長 

受付 

 

 

 

 

検査済証

の交付 

完了検査の実施 

  （完了検査申請の受付日から７日以内） 

完了検査の申請 

  （工事が完了した日から４日以内） 

当該保存建築物の使用開始 

 ４(９) 完了検査申請  A-9       

担当者からの一言メモ  

完了検査の受検時には，次頁ウの必要図書を整理のうえ，現地で提示できるよう御準備くだ

さい。 

完了検査の申請及び検査は条例で定められた期限内に実施する必要がありますので，お早

めに担当者まで御相談ください。 

1 

2 

3 
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  イ 必要図書（部数 １部） 

 図書名 備考 

□ 完了検査申請書 規則第１３号様式（ウ様式参照） 

□ 委任状 

様式自由（４(１)ウ様式(ｳ)参照） 

※既に委任状を提出しており，当該申請について

も委任事項に含まれている場合は写しを添付する

こと。 

□ その他市長が必要と認める図書 — 

 

 ウ 検査時の主な必要図書（現地で準備するもの） 

 図書名 備考 

□ 工事施工写真 

直近の中間検査以降から，完了検査までの工事工

程分のもの 

外壁や軒裏における防火構造等の仕様がわかる工

事中の写真 

隠ぺい部の写真（位置と寸法が確認できるもの）

等 

□ 各種材料規格証明書 各種ミルシート，出荷証明書，納品書等 

□ 各種試験報告書 

各種材料試験，超音波探傷試験（引張試験），コン

クリート圧縮試験，コンクリート塩化物量試験，

鉄筋ガス圧接試験，鉄骨精度測定，非常用照明照

度測定，機械排煙及び機械換気設備風量測定等 

□ 各種試験実施状況写真 現地で実施する試験に限る 

□ その他市長が必要と認める図書 
地盤調査報告書，杭施工報告書，鉄骨製作要領書，

コンクリート配合計画書，施工図等 

※ 構造や規模により，必要図書は異なります。 

※ 中間検査を受検した場合は，直近の中間検査以降のものとします。 
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  エ 様式 

    完了検査申請書（規則第１３号様式） 
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    — 条例第１１条，第２４条，規則第１５条 

 

  ア 手続の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請者 京都市長 

条例第２４条に基づく，立入調査の実施（適宜） 

 ４(１０) 維持管理報告  A-１０       

担当者からの一言メモ  

保存活用計画に記載された時期に，建築物の敷地，構造及び建築設備の維持管理状況

について調査し，報告していただくものです。 

条例第２４条に基づく立入調査については，維持管理報告書の提出時期に関わらず，適宜

実施します。 

維持管理状況の調査 1 

維持管理報告書の提出 2 受付 

副本返却 
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  イ 必要図書（部数 ２部） 

 図書名 備考 

□ 維持管理報告書 規則第１０号様式（ウ様式(ｱ)参照） 

□ 委任状 様式自由（４(１)ウ様式(ｳ)参照） 

□ 
定期報告調査報告書 

（第二面以降） 

保存建築物が法第１２条第１項及び第３項による

報告が必要な規模・用途に該当する場合 

□ チェックリスト 様式自由（ウ様式(ｲ)参照） 

□ 調査結果図 
写真撮影位置，指摘箇所及びその概要を示したも

の 

□ 関係写真 写真を撮影した日付 

□ 
直近の消防用設備等点検結果報

告書の写し 
保存建築物が防火対象物の場合 

□ 改善計画 
任意様式 

調査の結果，指摘箇所がある場合 

□ その他市長が必要と認める図書 — 

    ※上記表は，条例施行規則第１５条の規定に基づく必要書類を記載したものです。運用に合わ

せた内容であり，条例施行規則別表第２の記載と一部異なります。 

※その他必要図書については，案件により異なりますので，詳しくは担当者まで御相談くだ 

     さい。 
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  ウ 様式 

   (ｱ)維持管理報告書（規則第１０号様式） 
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   (ｲ)チェックリスト（様式自由） 

  ※チェック項目については，参考です。保存活用計画書の内容に基づき，作成してください。 
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  ※チェック項目については，参考です。保存活用計画書の内容に基づき，作成してください。 

  ※保存建築物が複数棟ある場合は，棟ごとに作成してください。 
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   ※敷地内に保存建築物以外の建築物（敷地内建築物）の増築，改築，移転又は用途変更を 

    行う場合 

   — 条例第８条，第１６条，規則第１０条，第２１条 

   ※認定を受けた後，申請内容に変更がある場合についても同様。 

   ※軽微な変更の場合は，４(６)条例第２３条報告の手続へ。 

 

  ア 手続の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請者 京都市長 

受付 

認定 

工事着工 

確認申請又は計画通知の提出 

敷地内建築物の工事に係る認定の申請（Ｂ－１） 

法の規定による完了検査 

※受付 

確認済証の交付を受ける 

  ※法の規定による完了検査を受けない場合は， 

  条例第１６条に基づく完了の届出が必要（Ｂ－２） 

 ４(１１) 敷地内建築物認定  B-1 B-2        

担当者からの一言メモ  

敷地内に保存建築物以外の建築物（敷地内建築物）の増築，改築，移転又は用途変更を

行う際には，確認申請提出前に，敷地内建築物認定を受ける必要があります。 

保存建築物への火災延焼の危険性の有無や，敷地内の建物ボリューム等について適切な

計画であるかどうかを踏まえて手続を行いますので，お早めに担当者まで御相談ください。 

1 

2 

3 

4 

5 
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  イ 必要図書 

    (ｱ)  敷地内建築物の認定申請をする際の必要図書 （部数 2 部） 

 図書名 備考 

□ 認定申請書 規則第６号様式（ウ様式(ｱ)参照） 

□ 委任状 

様式自由（４(１)ウ様式(ｳ)参照） 

※既に委任状を提出しており，当該申請について

も委任事項に含まれている場合は写しを添付する

こと。 

□ 配置図（1/100 程度） 

縮尺，方位，敷地境界線，敷地内における建築物

の位置及び用途，提案，申出又は申請（以下「提

案等」という。）に係る建築物と他の建築物との別，

土地の高低，敷地が接する道路の位置及び幅員並

びに隣接する建築物の用途及び概要 を明示する

こと。 

□ 各階平面図（1/100 程度） 

縮尺，方位，間取り，各室の用途，床面積並びに

壁，通し柱，開口部及び防火戸，かまど・こんろ

その他火を使用する設備又は器具の位置 を明示

すること。 

□ 建築面積求積図 
建築面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及

び算式 を明示すること。 

□ 床面積求積図 
建築物の床面積の求積に必要な建築物の各部分の

寸法及び算式 を明示すること。 

□ ２面以上の立面図（1/100 程度） 
縮尺，開口部及び防火戸の位置並びに外壁及び軒

裏の構造及び仕上材料 を明示すること。 

□ ２面以上の断面図（1/100 程度） 

縮尺，各階の床及び天井（天井がない場合にあっ

ては，屋根）の高さ，軒，ひさし及びけらばの出

並びに建築物の各部分の高さ を明示すること。 

□ 保存活用計画概要書 記載内容に変更が生じる場合 

□ その他市長が必要と認める図書 — 

 

    (ｲ)  敷地内建築物の工事の完了届出をする際の必要図書 （部数 １部） 

 図書名 備考 

□ 工事完了届 規則第１６号様式（ウ様式(ｲ)参照） 

□ 委任状 

様式自由（４(１)ウ様式(ｳ)参照） 

※既に委任状を提出しており，当該届出について

も委任事項に含まれている場合は写しを添付する

こと。 

□ その他市長が必要と認める図書 — 
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  ウ 様式 

    (ｱ) 認定申請書（規則第６号様式） 
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    (ｲ) 工事完了届（規則第１６号様式） 
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     — 補助金要綱第６条，第７条，第９条，第１０条，第１１条 

 

  ア 手続の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請者 京都市長 

受付，審査 

交付決定通知 

４(３)「保存建築物登録提案」の手続完了 

補助事業（保存活用計画の作成）に着手 

 ※交付決定通知日の属する会計年度の３月２９日

（完了期日）までに補助事業を完了すること。 

 ※補助事業の内容変更等及び中止の申請について

は，４（１３）へ 

補助金の交付申請（Ａ－２－１） 

受付 

「法適用除外の指定」又は 

  ４(５)「現状変更許可申請」の手続へ 

補助金の請求（Ａ－２－３） 

  ※交付額決定通知を受けた日から３０日以内 

補助事業の実績報告（Ａ－２－２） 

  ※補助事業が完了した日から３０日以内又は完了

期日のいずれか早い期日までに報告 

受付 

交付額の 

決定通知 

（実績報告の日

から30日以内） 

補助金の交付 

 ４(１２) 補助金の申請等 A-2-1  A-2-2  A-2-3        

1 

2 

3 

4 

5 

6 

担当者からの一言メモ  

・ 補助金制度の詳細については，別途，補助金制度のリーフレットで御案内しております。 

・ 予算額に達した場合，受付を終了しますので，御了承ください。 

詳しくは，担当者まで御相談ください。 

原則，交付決定通知を受けた

後に補助対象工事に係る契約

をしていただく必要がありま

す。 
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  イ 必要図書 

    (ｱ) 補助金の交付申請をする際の必要図書（部数 １部） 

 図書名 備考 

□ 補助金交付申請書 補助金要綱第１号様式（ウ様式(ｱ)参照） 

□ 

条例第２条第２項第１号で規定

する対象建築物であることを示

す書面 

条例第２条第２項第１号アからキまでのいずれか

に該当することを示す書面を提出してください。 

・文化財登録証，指定通知書等の写し 

□ 
申請者が補助対象建築物の所有

者であることを証する書面 

登記事項証明書（建物） 

概ね３か月以内に取得したものとすること。 

□ 

申請者以外に敷地について所有

権又は借地権を有する者がある

場合は，補助事業及び作成しよう

とする保存活用計画の概要に関

するこれらの者の同意書 

・登記事項証明書（土地） 

・公図（敷地の範囲が分かるよう示すこと） 

いずれも概ね３か月以内に取得したものとする

こと。 

・同意書（ウ様式(ｲ)参照） 

 実印による押印及び印鑑証明書の添付が必要。 

※建物に関する同意者が敷地と同じ方の場合は，

兼ねることも可能です。 

□ 

申請者以外に補助対象建築物に

ついて所有権を有する者がある

場合は，補助事業及び作成しよう

とする保存活用計画の概要に関

するこれらの者の同意書 

・同意書（ウ様式(ｲ)参照） 

 実印による押印及び印鑑証明書の添付が必要。 

※敷地に関する同意者が建物と同じ方の場合は，

兼ねることも可能です。 

□ 付近見取図 — 

□ 現状配置図 — 

□ 各階現状平面図 — 

□ 現状床面積求積図 — 

□ 
保存活用計画の概要を確認でき

る図書 
改修後の図面及び説明等 

□ 補助事業に要する費用の見積書 
見積書の項目の分類は ウ様式(ｳ) 程度とするこ

と。 

□ その他市長が必要と認める図書 — 
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    (ｲ) 補助事業の実績報告をする際の必要図書（部数 １部） 

 図書名 備考 

□ 補助事業実績報告書 補助金要綱第６号様式（ウ様式(ｴ)参照） 

□ 保存活用計画書 規則第２号様式（４(３)ウ様式(ｳ)参照） 

□ 規則第３条の規定による図書 ４(３)イ(ｲ)で作成した図書一式 

□ 補助事業に係る契約書の写し — 

□ 
補助事業に要した費用を支出し

たことを証する領収書の写し 

— 

□ その他市長が必要と認める図書 — 

 

    (ｳ) 補助金の請求をする際の必要図書（部数 １部） 

 図書名 備考 

□ 補助金請求書 補助金要綱第８号様式（ウ様式(ｵ)参照） 
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  ウ 様式（記載例） 

    (ｱ) 補助金交付申請書（補助金要綱第１号様式） 
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    (ｲ) 同意書（様式自由） 

実印を押印 
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    (ｳ) 見積書（様式自由） 
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    (ｴ) 補助事業実績報告書（補助金要綱第６号様式） 
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    (ｵ) 補助金請求書（補助金要綱第８号様式） 
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     — 補助金要綱第８条 

 

  ア 手続の流れ 

   (ｱ)補助事業変更等の申請：補助事業の内容もしくは補助対象費用を変更したとき，又は補助事

業が完了期日までに完了する見込みがない場合 

   (ｲ)補助事業中止の申請：補助事業を中止しようとするとき 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請者 京都市長 

受付 

 

補助事業変更

等承認通知 

(ｱ)補助事業変更等の申請 又は 

  (ｲ)補助事業の中止申請 

４(１３) 補助事業の内容変更等及び中止の申請         

担当者からの一言メモ  

補助事業について，変更又は中止を行う際には必ず本手続が必要となります。 

お早めに担当者まで御相談ください。 

1 
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  イ 必要図書 

    (ｱ) 補助事業の変更等の申請をする際の必要図書（部数 １部） 

 図書名 備考 

□ 補助金変更等申請書 補助金要綱第３号様式（ウ様式(ｱ)参照） 

□ 変更に係る図書 — 

 

    (ｲ) 補助事業の中止の申請をする際の必要図書（部数 １部） 

 図書名 備考 

□ 補助事業中止申請書 補助金要綱第４号様式（ウ様式(ｲ)参照） 
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  ウ 様式 

    (ｱ) 補助事業変更等申請書（補助金要綱第３号様式） 
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    (ｲ) 補助事業中止申請書（補助金要綱第４号様式） 

 



この印刷物は，不要になりましたら

「雑がみ」としてリサイクルできます。 

コミュニティ回収や古紙回収等にお

出しください。 
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